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（旧版） 改訂 5 版 2 刷（令和 5 年 11 ⽉ 6 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 7 年 4 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

第 5 章 3．停電電路に対する措置 ⽬

次 

第 5 章 3．充電電路に対する措置 

 4 図 （⾚枠部分を修正）  4 図  

  

11 下から

11 ⾏⽬ 

 最近の建設業における電圧別の電気災害に

よる死亡者数は、低圧に⽐べ⾼圧の⽅が感電

による危険性が⾼いにもかかわらず、低圧電

気による災害件数が、⾼圧や特別⾼圧電気に

よる件数と同程度です。 

 

 これは⾼圧より低圧電気を取り扱う、また

は触れる可能性が多いことを⽰しています。 

11 下から

11 ⾏⽬ 

 最近の建設業における電圧別の電気災害に

よる死亡者数は、低圧に⽐べ⾼圧の⽅が感電

による危険性が⾼く、災害件数が多いと思わ

れます。しかし、低圧電気による災害件数は、

⾼圧や特別⾼圧電気による件数と同程度で

す。 

 これは⾼圧より低圧電気を安易に取り扱

う、または触れる等の作業が多いことから、

被災していると考えられます。 
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（旧版） 改訂 5 版 2 刷（令和 5 年 11 ⽉ 6 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 7 年 4 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
12 図 2-6 （⾚枠部分を修正） 12 図 2-6  

  

22 写真 

3-4 

（⾚枠部分を変更） 22 写真 

3-4 

 

  
28 上から

7 ⾏⽬ 

・・・⼀般に FEP と呼ばれ、波付硬質ポリエ

チレンで難燃性はありません（写真 3-11）。 

28 上から

7 ⾏⽬ 

・・・⼀般に FEP と呼ばれ、⼀般タイプ（写

真 3-11）と難燃タイプがあります。 

36 上から

16 ⾏⽬ 

⑤ 電⼯ドラムのキャブタイヤケーブルは、

巻いた状態では放熱しにくいため、原則は

引き出して使⽤します。 

36 上から

16 ⾏⽬ 

⑤ 電⼯ドラムのキャブタイヤケーブルは、

巻いた状態では発熱し、コードの被覆が溶

けて発⽕するため、原則は引き出して使⽤

します。 

40 下から

4 ⾏⽬ 

⑵ 機器接地 40 下から

4 ⾏⽬ 

⑵ 充電式電動⼯具について 

・電池パックを⻑期間使⽤しない場合は、フ

ル充電にして、必ず本体から取外して保管

すること。 

・端⼦に⾦属類が接触すると、発煙・発⽕の

おそれがあること。 

・電池パックは分解したり、改造を⾏わない

こと。 

・電池から液漏れした場合は使⽤を中⽌する

こと。 
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（旧版） 改訂 5 版 2 刷（令和 5 年 11 ⽉ 6 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 7 年 4 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
40 下から

4 ⾏⽬ 

⑵ 機器接地 40 上から

3 ⾏⽬ 

⑶ 機器接地 

41 上から

1 ⾏⽬ 

⑶ ⼆重絶縁電気機器の使⽤ 41 上から

7 ⾏⽬ 

⑷ ⼆重絶縁電気機器の使⽤ 

53 図 4-3 （⾚枠部分を修正） 53 図 4-3  

  
54 上から

12 ⾏⽬ 

・・・破損したものを使⽤した場合には⼤変

危険です（写真 4-13、図 4-4）。 

54 上から

12 ⾏⽬ 

・・・破損したものを使⽤した場合には⼤変

危険です。 

54 上から

17 ⾏⽬ 

・・・護具を使⽤して検電作業を⾏います。 54 上から

17 ⾏⽬ 

・・・護具を使⽤して開閉器動作後検電作業

を⾏います。 

54 上から

21 ⾏⽬ 

⑷ 雷が発⽣した時や遮断器、開閉器の開閉

時など、・・・ 

54 上から

21 ⾏⽬ 

⑷ 雷が発⽣した時や遮断器、開閉器の動作

後、・・・ 

55 写真 

4-13 

削除 55 写真 

4-13 

削除 

55 図 4-4 削除 55 図 4-4 削除 

55 写真 

4-14 

写真 4-14 低圧⽤検電器（電⼦回路式）の例 55 写真 

4-13 

写真 4-13 低圧⽤検電器（電⼦回路式）の例 

56 上から

7 ⾏⽬ 

・・・かつ効果的に⾏う⾼所作業⾞です（図

4-5）。 

56 上から

7 ⾏⽬ 

・・・かつ効果的に⾏う⾼所作業⾞です（図

4-4）。 

56 図 4-5 図 4-5 ⾼所作業⾞での作業の例 56 図 4-5 図 4-4 ⾼所作業⾞での作業の例 

56 上から

11 ⾏⽬ 

・・・します（写真 4-15）。 56 上から

11 ⾏⽬ 

・・・します（写真 4-14）。 
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（旧版） 改訂 5 版 2 刷（令和 5 年 11 ⽉ 6 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 7 年 4 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
56 写真 

4-15 

写真 4-15 絶縁はしごの例 56 写真 

4-14 

写真 4-14 絶縁はしごの例 

56 上から

15 ⾏⽬ 

・・・業に使⽤します（写真 4-16）。 56 上から

4 ⾏⽬ 

・・・業に使⽤します（写真 4-15）。 

56 写真 

4-16 

（⾚枠部分を修正） 56 写真 

4-15 

 

  
57 上から

5 ⾏⽬ 

・・・電を防⽌するために使⽤します（図 4-

6）。 

56 上から

9⾏⽬ 

・・・電を防⽌するために使⽤します（図 4-

5）。 

57 図 4-6 図 4-6 短絡接地器具の例 57 図 4-5 図 4-5 短絡接地器具の例 

57 上から

16 ⾏⽬ 

・・・するために使⽤します（図 4-7）。 57 上から

16 ⾏⽬ 

・・・するために使⽤します（図 4-6）。 

57 図 4-7 図 4-7 残留電荷放電棒の例 57 図 4-6 図 4-6 残留電荷放電棒の例 

57 下から

2 ⾏⽬ 

・・・衆に知らせ、注意を喚起するために使

⽤します（写真 4-17）。 

57 上から

1 ⾏⽬ 

・・・衆に知らせ、注意を喚起するために使

⽤します（写真 4-16）。 

57 写真 

4-17 

写真 4-17 標識板の例 57 写真 

4-16 

写真 4-16 標識板の例 

58 上から

3 ⾏⽬ 

・・・をするときに使⽤します（写真 4-18、

写真 4-19）。 

58 上から

3 ⾏⽬ 

・・・をするときに使⽤します（写真 4-17、

写真 4-18）。 

58 写真 

4-18 

写真 4-18 区画ロープの例 57 写真 

4-17 

写真 4-17 区画ロープの例 

58 写真 

4-19 

写真 4-19 区画テープの例 57 写真 

4-18 

写真 4-18 区画テープの例 

58 上から

8 ⾏⽬ 

・・・器具（以下、本書では「安全帯」（注）

という。）を使⽤します（図 4-8、図 4-9）。 

57 上から

10 ⾏⽬ 

・・・器具（以下、本書では「安全帯」（注）

という。）を使⽤します（図 4-7、図 4-8）。 

58 上から

13 ⾏ 

・・・帯を使⽤します（図 4-10）。 58 上から

15 ⾏ 

・・・帯を使⽤します（図 4-9）。 

58 図 4-8 図 4-8 フルハーネス型安全帯の例 58 図 4-7 図 4-7 フルハーネス型安全帯の例 
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（旧版） 改訂 5 版 2 刷（令和 5 年 11 ⽉ 6 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 7 年 4 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
59 図 4-9 図 4-9 胴ベルト型安全帯の例 58 図 4-8 図 4-8 胴ベルト型安全帯の例 

59 図 4-10 （⾚枠部分を修正） 58 図 4-9  

 
 

59 上から

4 ⾏⽬ 

・・・応⽕災に応じた使い分けをする必要が

あります（表 4-1、図 4-11）。 

58 上から

4 ⾏⽬ 

・・・応⽕災に応じた使い分けをする必要が

あります（表 4-1、図 4-10）。 

60 図 4-10 図 4-11 キュービクル囲い内の消⽕器設置

の例 

59 図 4-10 図 4-10 キュービクル囲い内の消⽕器設置

の例 

62 図 5-2 （⾚枠部分を修正） 62 図 5-2  

  
63 上から

6 ⾏⽬ 

3．停電電路に対する措置 63 上から

6 ⾏⽬ 

3．充電電路に対する措置 

63 下から

2 ⾏⽬ 

・・・停電作業は、事前に作業内容を作業員

全員に⼗分周知するとともに関係・・・ 

63 下から

2 ⾏⽬ 

・・・停電作業は、事前に作業内容を作業員

全員に⼗分周知・確認するとともに関係・・・ 
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（旧版） 改訂 5 版 2 刷（令和 5 年 11 ⽉ 6 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 7 年 4 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
68 表 5-1 （⾚枠部分を修正） 68 表 5-1  
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（旧版） 改訂 5 版 2 刷（令和 5 年 11 ⽉ 6 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 7 年 4 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
69 図 5-4 （⾚枠部分を修正） 69 図 5-4  
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（旧版） 改訂 5 版 2 刷（令和 5 年 11 ⽉ 6 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 7 年 4 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
78 事例-2 （⾚枠部分を修正） 78 事例-2  
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（旧版） 改訂 5 版 2 刷（令和 5 年 11 ⽉ 6 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 7 年 4 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
79 事例-3 （⾚枠部分を修正） 79 事例-3  

  
87 表 （⾚枠部分を修正） 87 表  

  

91 上から

15 ⾏⽬ 

5〜40 略 91 上から

15 ⾏⽬ 

4 の 2〜40 略 

 


